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報告第５６号 

専決処分の報告について  

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和６年９月１０日付

けで別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、これ

を報告する。  

令和６年１１月２９日提出 

熊谷市長  小 林 哲 也
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損害賠償の額の決定及び和解について 

市は、自動車事故による損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

１ 損害賠償の額及び内容  

９３，５００円  

自動車修理費及び代車費用  

２ 損害賠償の相手方  

熊谷市上之１５６３番地５ 

岡 﨑   健 

３ 和解の内容 

市は、上記のとおり相手方に対し損害賠償する。  

事件の概要 

令和６年７月２２日（月）午後５時１０分頃、議会事務局職員が桜

町一丁目６５６番１の駐車場内において、庁用車を後退させたところ、

駐車中の相手方車両の左前部に接触し、相手方車両を損傷させた。  

庁用車相手方車両  

事故発生場所 県
道
太
田
熊
谷
線

本石公園  

熊谷保健センター  
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報告第５７号 

専決処分の報告について  

 損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法  

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和６年９月２６日付

けで別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、これ

を報告する。  

  令和６年１１月２９日提出  

熊谷市長 小 林 哲 也 
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損害賠償の額の決定及び和解について 

 市は、市道における事故による損害賠償の額を次のとおり定め、和

解する。  

１ 損害賠償の額及び内容  

２７２，８００円  

 看板修理費及び自動車修理費  

２ 損害賠償の相手方  

群馬県館林市堀工町１９００番地の４１７ 

尾 池 和 彦 

３ 和解の内容 

市は、上記のとおり相手方に対し損害賠償する。 

事件の概要 

 令和６年７月２７日（土）午後５時５０分頃、中央二丁目３２５番

地先において、市道１３７号線上の街路樹が風雨により倒れ、相手方

の看板及び車両を損傷させた。  

事故発生場所 

市道１３７号線  

市立富士見中学校  

ラ
グ
ビ
ー
ロ
ー
ド

看板及び車両  
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報告第５８号 

専決処分の報告について  

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和６年１０月２５日

付けで別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、こ

れを報告する。  

令和６年１１月２９日提出 

熊谷市長  小 林 哲 也
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損害賠償の額の決定及び和解について 

市は、自動車事故による損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

１ 損害賠償の額及び内容  

２５５，２３３円  

自動車修理費及び代車費用  

２ 損害賠償の相手方  

群馬県邑楽郡大泉町大字吉田１７０５番地の３ 

穴 原 那奈美 

３ 和解の内容 

市は、上記のとおり相手方に対し損害賠償する。  

事件の概要 

令和６年９月１５日（日）午後４時２０分頃、中央消防署職員が妻

沼１６９３番３の駐車場内において、救急自動車を後退させたところ、

駐車中の相手方車両の右後部に接触し、相手方車両を損傷させた。  

救急自動車  
相手方車両  

事故発生場所 

県
道
太
田
熊
谷
線

妻沼消防署  

妻沼勤労福祉会館  
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